
　毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
） 

         

　
　
　
　
　
　
　目

　
　次

　
　

 
 

　告

　示 

○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ 

　た
件                                                                     

三
六
〇 

　公

　告 

○
落
札
者
を
決
定
し
た
件                                                       

三
六
一 

○
土
地
改
良
区
の
役
員
が
就
退
任
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
件                             

三
六
一 

○
一
般
競
争
入
札
を
行
う
件                                                     

三
六
二 

　雑

　報 

○
福
島
県
市
町
村
職
員
共
済
組
合
の
決
算
を
公
告
す
る
件                               

三
六
四 

 

　
　
　
　
　
　
　
　

 

告

　
　示 
　
　
　
　
　
　
　
　

 
 

福
島
県
告
示
第
四
百
二
十
一
号 

　大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
大
規

模
小
売
店
舗
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
。
な
お
、
当
該
届
出
を
令
和
六
年
七
月
十

六
日
か
ら
同
年
十
一
月
十
六
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
、
福
島

県
県
南
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
白
河
市
産
業
部
商
工
課
に
備
え
置

い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

　
　令
和
六
年
七
月
十
六
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

一

　大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

ツ
ル
ハ
ド
ラ
ッ
グ
白
河
白
坂
店

　福
島
県
白
河
市
白
坂
字
三
輪
台
十
六
番
一
ほ
か 

二

　変
更
し
た
事
項 

大
規
模
小
売
店
舗
の
所
在
地 

（
変
更
前
）
福
島
県
白
河
市
白
坂
三
輪
台
十
五
番
地
ほ
か 

（
変
更
後
）
福
島
県
白
河
市
白
坂
字
三
輪
台
十
六
番
一
ほ
か 

三

　変
更
し
た
年
月
日 

令
和
六
年
七
月
四
日 

四

　届
出
年
月
日 

令
和
六
年
七
月
四
日 

五

　届
出
を
し
た
者 

Ｊ
Ａ
三
井
リ
ー
ス
建
物
株
式
会
社 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
） 

 

　
　
　
　
　
　
　
　

 

公

　
　告 
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公
告
第
百
三
十
五
号 

　土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
土
地
改
良
区
の
役
員
が
退
任
し
、
及
び
就
任
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。 

　
　令
和
六
年
七
月
十
六
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

土
地
改
良
区
の
名
称 

　そ
う
ま
土
地
改
良
区 

退
任
し
た
役
員 

役
別

　氏
名

　
　
　
　
　住
所 

理
事

　立
谷

　秀
清

　
　相
馬
市
中
村
字
北
町
八
六
番
地
の
一 

同

　
　大
堀

　武

　
　
　相
馬
郡
新
地
町
谷
地
小
屋
字
樋
掛
田
四
五
番
地
の
一
〇 

同

　
　坂
本

　正
美

　
　相
馬
市
岩
子
字
坂
脇
七
三
番
地 

同

　
　佐
畑

　幸
一

　
　同

　市
成
田
字
大
作
一
六
番
地 

同

　
　荒

　孝
市

　
　
　相
馬
郡
新
地
町
大
字
福
田
字
城
ノ
内
三
八
番
地 

同

　
　佐
●

　保
●

　
　相
馬
市
坪
田
字
●
幡
前
一
四
八
番
地 

同

　
　遠
藤

　壽
信

　
　同

　市
日
下
石
字
鳥
□
九
一
番
地 

同

　
　宇
佐
見

　巨
和

　同

　市
黒
木
字
町
六
番
地 

同

　
　渡
邊

　精
一

　
　同

　市
山
上
字
遠
藤
一
四
四
番
地 

同

　
　寺
島

　繁

　
　
　同

　市
磯
部
字
迎
七
二
八
番
地
の
八 

同

　
　加
●

　文
和

　
　相
馬
郡
新
地
町
杉
目
字
清
水
五
番
地 

同

　
　小
野
内

　善
●

　相
馬
市
程
田
字
朝
日
前
一
三
一
番
地 

同

　
　齋
藤

　均

　
　
　同

　市
石
上
字
箒
平
二
三
一
番
地 

同

　
　久
米
本

　米
夫

　同

　市
日
下
石
字
川
中
子
五
一
番
地 

同

　
　紺
野

　正
広

　
　同

　市
新
沼
字
神
明
前
一
七
九
番
地 

監
事

　横
山

　幸
弘

　
　同

　市
新
田
字
南
城
一
〇
三
番
地 

同

　
　橘
川

　茂
男

　
　同

　市
馬
場
野
字
寺
内
一
八
五
番
地
の
一 

同

　
　河
西

　仁

　
　
　同

　市
大
曲
字
権
浪
四
七
番
地
の
一 

同

　
　小
関

　和
弘

　
　同

　市
黒
木
字
町
一
四
番
地 

同

　
　佐
藤

　正
義

　
　相
馬
郡
新
地
町
駒
ケ
嶺
字
大
作
一
八
番
地
の
二
〇 

就
任
し
た
役
員 

役
別

　氏
名

　
　
　
　
　住
所 

理
事

　立
谷

　秀
清

　
　相
馬
市
中
村
字
北
町
八
六
番
地
の
一 

同

　
　大
堀

　武

　
　
　相
馬
郡
新
地
町
谷
地
小
屋
字
樋
掛
田
四
五
番
地
の
一
〇 

同

　
　佐
●

　保
●

　
　相
馬
市
坪
田
字
●
幡
前
一
四
八
番
地 

同

　
　佐
畑

　幸
一

　
　同

　市
成
田
字
大
作
一
六
番
地 

同

　
　荒

　孝
市

　
　
　相
馬
郡
新
地
町
大
字
福
田
字
城
ノ
内
三
八
番
地 

同

　
　紺
野

　正
広

　
　相
馬
市
新
沼
字
神
明
前
一
七
九
番
地 

同

　
　寺
島

　繁

　
　
　同

　市
磯
部
字
迎
七
二
八
番
地
の
八 

公 告 第 １ ３ ４ 号  
  Ｗ Ｔ Ｏ に 基 づ く 政 府 調 達 に 関 す る 協 定 の 適 用 を 受 け る 福 島 県 総 合 情 報 通 信 ネ ッ ト ワ ー
ク 更 新 工 事 に つ い て 、 次 の と お り 落 札 者 を 決 定 し た の で 、 地 方 公 共 団 体 の 物 品 等 又 は 特
定 役 務 の 調 達 手 続 の 特 例 を 定 め る 政 令 （ 平 成 ７ 年 政 令 第 3 7 2 号 。 以 下 「 特 例 政 令 」 と い
う 。 ） 第 1 2条 及 び 福 島 県 財 務 規 則 （ 昭 和 3 9年 福 島 県 規 則 第 1 7号 ） 第 2 74 条 の 1 1第 １ 項 の 規
定 に よ り 公 告 す る 。  

令 和 ６ 年 ７ 月 16 日  
福 島 県 知 事   内   堀   雅   雄  

１   落 札 に 係 る 特 定 役 務 の 名 称 及 び 数 量  
福 島 県 総 合 情 報 通 信 ネ ッ ト ワ ー ク 更 新 工 事   一 式  

２   契 約 に 関 す る 事 務 を 担 当 す る 課 の 名 称 及 び 所 在 地  
福 島 県 危 機 管 理 部 危 機 管 理 総 室 災 害 対 策 課   福 島 県 福 島 市 杉 妻 町 ２ 番 16 号  

３   落 札 者 を 決 定 し た 日  
令 和 ６ 年 ５ 月 10 日  

４   落 札 者 の 氏 名 及 び 住 所  
Ｎ Ｅ Ｃ ネ ッ ツ エ ス ア イ 株 式 会 社   東 京 都 港 区 芝 浦 三 丁 目 ９ 番 14 号  

５   落 札 金 額  
5 , 4 7 8 , 0 0 0 , 0 0 0 円  

６   契 約 の 相 手 方 を 決 定 し た 手 続  
一 般 競 争 入 札  

７   特 例 政 令 第 ６ 条 の 公 告 を 行 っ た 日  
令 和 ６ 年 ３ 月 15 日  

（ 災 害 対 策 課 ）  
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同

　
　小
野
内

　善
●

　同

　市
程
田
字
朝
日
前
一
三
一
番
地 

同

　
　加
●

　文
和

　
　相
馬
郡
新
地
町
杉
目
字
清
水
五
番
地 

同

　
　鈴
木

　政
男

　
　相
馬
市
石
上
字
一
丁
田
三
八
番
地 

同

　
　荒

　一
志

　
　
　同

　市
日
下
石
字
鳥
□
二
六
七
番
地
の
四 

同

　
　宇
佐
見

　巨
和

　同

　市
黒
木
字
町
六
番
地 

同

　
　管
野

　義
久

　
　同

　市
山
上
字
山
居
平
四
一
番
地 

同

　
　佐
藤

　博

　
　
　同

　市
立
谷
字
●
幡
内
二
五
一
番
地 

同

　
　坂
本

　雄
司

　
　同

　市
岩
子
字
大
迫
一
九
三
番
地 

監
事

　佐
藤

　正
義

　
　相
馬
郡
新
地
町
駒
ケ
嶺
字
大
作
一
八
番
地
の
二
〇 

同

　
　佐
藤

　依
子

　
　相
馬
市
北
飯
渕
三
丁
目
一
番
地
の
一
二 

同

　
　鹿
又

　吉
一

　
　同

　市
椎
木
字
伊
賀
屋
敷
一
三
八
番
地 

同

　
　小
島

　良
金

　
　同

　市
新
田
字
北
沢
目
二
一
一
番
地 

同

　
　鎌
田

　幸
一

　
　同

　市
磯
部
字
上
ノ
台
二
九
四
番
地
の
一 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
農
村
計
画
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

                        

                                       

公 告 第 １ ３ ６ 号  
Ｗ Ｔ Ｏ に 基 づ く 政 府 調 達 に 関 す る 協 定 の 適 用 を 受 け る 物 品 等 の 購 入 に つ い て 、 次 の と

お り 一 般 競 争 入 札 を 行 う の で 、 地 方 公 共 団 体 の 物 品 等 又 は 特 定 役 務 の 調 達 手 続 の 特 例 を
定 め る 政 令 （ 平 成 ７ 年 政 令 第 3 7 2 号 ） 第 ６ 条 及 び 福 島 県 財 務 規 則 （ 昭 和 3 9 年 福 島 県 規 則 第
17 号 。 以 下 「 財 務 規 則 」 と い う 。 ） 第 274 条 の ３ 第 １ 項 の 規 定 に よ り 公 告 す る 。  

令 和 ６ 年 ７ 月 16 日  
福 島 県 知 事   内   堀   雅   雄  

１   入 札 に 付 す る 事 項  
⑴   調 達 を す る 物 品 等 の 名 称 及 び 数 量   議 場 用 什 器   一 式  
⑵   調 達 を す る 物 品 等 の 仕 様 等   仕 様 書 に よ る 。  
⑶   納 入 期 限   令 和 ７ 年 11 月 14 日 （ 金 ）  
⑷   納 入 場 所   福 島 県 議 会 議 場  

２   入 札 に 参 加 す る 者 に 必 要 な 資 格 に 関 す る 事 項  
次 に 掲 げ る 条 件 を 全 て 満 足 し て い る 者 で あ り 、 か つ 、 当 該 入 札 に 参 加 す る 者 に 必 要

な 資 格 の 確 認 を 受 け た 者 で あ る こ と 。  
⑴   地 方 自 治 法 施 行 令 （ 昭 和 22 年 政 令 第 1 6号 ） 第 1 6 7条 の ４ 第 １ 項 各 号 の い ず れ に も 該

当 し な い 者 で あ る こ と 。  
⑵   福 島 県 の 物 品 購 入 （ 修 繕 ） 競 争 入 札 参 加 有 資 格 者 名 簿 に 登 載 さ れ て い る 者 又 は 開

札 時 ま で に 福 島 県 の 物 品 購 入 （ 修 繕 ） 競 争 入 札 参 加 資 格 を 取 得 し て い る 者 で あ る こ
と 。  

⑶   物 品 購 入 （ 修 繕 ） 一 般 競 争 入 札 参 加 資 格 確 認 申 請 書 の 提 出 期 限 の 日 か ら 入 札 の 日
ま で の 間 に 福 島 県 か ら 物 品 の 買 入 れ 又 は 修 繕 に 係 る 参 加 資 格 制 限 を 受 け て い な い こ
と 。  

⑷   こ の 公 告 に 示 し た 仕 様 に 合 致 し た 物 品 又 は こ れ と 同 等 の 物 品 に つ い て 納 入 実 績 が
あ り 、 か つ 、 確 実 に 納 入 で き る こ と 。  

３   入 札 に 参 加 す る 者 に 必 要 な 資 格 の 確 認  
入 札 に 参 加 を 希 望 す る 者 は 、 所 定 の 物 品 購 入 （ 修 繕 ） 一 般 競 争 入 札 参 加 資 格 確 認 申

請 書 に 、 ２ の ⑷ に 掲 げ る 事 項 に つ い て 証 明 で き る 書 類 を 添 付 し て 、 令 和 ６ 年 ８ 月 ７ 日
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（ 水 ） 午 後 ５ 時 ま で に 次 に 掲 げ る 場 所 に 提 出 し 、 当 該 入 札 に 参 加 す る 者 に 必 要 な 資 格
の 確 認 を 受 け る こ と 。 な お 、 郵 送 に よ り 提 出 す る 場 合 は 、 同 日 午 後 ５ 時 ま で 必 着 と す
る 。  

郵 便 番 号 960 - 8670   福 島 県 福 島 市 杉 妻 町 ２ 番 16 号  
福 島 県 出 納 局 入 札 用 度 課  
電 話 02 4 - 52 1 - 74 1 3  

４   契 約 条 項 を 示 す 場 所 及 び 期 間  
３ に 掲 げ る 場 所 に お い て 令 和 ６ 年 ７ 月 16 日 （ 火 ） か ら 同 年 ８ 月 ７ 日 （ 水 ） ま で （ 土

曜 日 及 び 日 曜 日 を 除 く 。 ） の 午 前 ８ 時 30 分 か ら 午 後 ５ 時 ま で  
５   入 札 書 の 提 出 場 所 等  

⑴   入 札 書 の 提 出 場 所 、 入 札 説 明 書 の 配 布 場 所 及 び 問 合 せ 先   ３ に 掲 げ る 場 所 に 同 じ 。
な お 、 郵 送 に よ る 入 札 説 明 書 の 配 布 を 希 望 す る 場 合 は 、 日 本 産 業 規 格 Ａ 列 ４ 番 の 大
き さ の 用 紙 16 枚 が 入 る 程 度 の 大 き さ で 、 所 定 の 料 金 分 の 切 手 を 貼 っ た 宛 先 明 記 の 返
信 用 封 筒 を 同 封 の 上 、 ３ に 掲 げ る 場 所 ま で 令 和 ６ 年 ７ 月 26 日 （ 金 ） 午 後 ５ 時 ま で に
必 着 で 請 求 す る こ と 。  

⑵   入 札 説 明 会 の 日 時 及 び 場 所   令 和 ６ 年 ７ 月 26 日 （ 金 ） 午 後 ２ 時 30 分   福 島 県 出 納
局 入 札 用 度 課  

⑶   入 札 及 び 開 札 の 日 時 及 び 場 所   令 和 ６ 年 ８ 月 27 日 （ 火 ） 午 前 11 時   福 島 県 出 納 局
入 札 用 度 課 （ 郵 便 に よ り 入 札 を す る 場 合 は 、 書 留 郵 便 に よ り 行 う も の と し 、 同 月 2 6
日 （ 月 ） 午 後 ５ 時 ま で に 必 着 の こ と 。 ）  

６   入 札 保 証 金 及 び 契 約 保 証 金  
⑴   入 札 保 証 金   こ の 入 札 に 参 加 を 希 望 す る 者 は 、 入 札 金 額 （ 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税

を 含 む 。 ） の 100分 の ３ 以 上 の 額 の 入 札 保 証 金 を 納 付 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、
財 務 規 則 第 2 4 9 条 第 １ 項 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 に お い て は 、 入 札 保 証 金 の
全 部 又 は 一 部 の 納 付 を 免 除 す る 。  

⑵   契 約 保 証 金   落 札 者 は 、 契 約 金 額 の 100分 の ５ 以 上 の 額 の 契 約 保 証 金 を 納 付 し な け
れ ば な ら な い 。 た だ し 、 財 務 規 則 第 229条 第 １ 項 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 に お
い て は、 、 契 約 保 証 金 の 全 部 又 は 一 部 の 納 付 を 免 除 す る 。  

７   入 札 に 参 加 を 希 望 す る 者 に 要 求 さ れ る 事 項  
こ の 入 札 に 参 加 を 希 望 す る 者 は 、 開 札 日 の 前 日 ま で の 間 に お い て 、 提 出 し た 書 類 に

関 し 、 福 島 県 知 事 か ら 説 明 を 求 め ら れ た 場 合 は 、 そ れ に 応 じ な け れ ば な ら な い 。  
８   入 札 の 無 効  

２ の 入 札 に 参 加 す る 者 に 必 要 な 資 格 の な い 者 の し た 入 札 及 び 入 札 説 明 書 に お い て 示
す 入 札 に 関 す る 条 件 等 に 違 反 し た 入 札 は 、 無 効 と す る 。  

９   そ の 他  
⑴   契 約 手 続 に お い て 使 用 す る 言 語 及 び 通 貨   日 本 語 及 び 日 本 国 通 貨  
⑵   入 札 方 法   落 札 の 決 定 に 当 た っ て は 、 入 札 書 に 記 載 さ れ た 金 額 に 当 該 金 額 の 1 0 0 分

の 10 に 相 当 す る 額 を 加 算 し た 金 額 （ 当 該 金 額 に １ 円 未 満 の 端 数 が あ る と き は 、 そ の
端 数 金 額 を 切 り 捨 て た 金 額 ） を も っ て 落 札 価 格 と す る の で 、 入 札 者 は 、 消 費 税 に 係
る 課 税 事 業 者 で あ る か 免 税 事 業 者 で あ る か を 問 わ ず 、 見 積 も っ た 契 約 希 望 金 額 の 110
分 の 100 に 相 当 す る 金 額 を 入 札 書 に 記 載 す る こ と 。  

⑶   落 札 者 の 決 定 方 法   予 定 価 格 の 制 限 の 範 囲 内 で 最 低 の 価 格 を も っ て 有 効 な 入 札 を
行 っ た 者 を 落 札 者 と す る 。  

⑷   契 約 書 作 成 の 要 否   要  
⑸   福 島 県 政 府 調 達 苦 情 検 討 委 員 会 か ら の 要 請 等   福 島 県 知 事 は 、 福 島 県 政 府 調 達 苦

情 検 討 委 員 会 （ 福 島 県 政 府 調 達 苦 情 検 討 委 員 会 設 置 要 綱 （ 平 成 ８ 年 福 島 県 告 示 第 320
号 ） 第 １ 条 に 規 定 す る 委 員 会 を い う 。 ） か ら 契 約 停 止 の 要 請 を 受 け た 場 合 は 契 約 の
執 行 を 停 止 し 、 契 約 を 破 棄 す る 提 案 が 出 さ れ た 場 合 は 契 約 を 破 棄 す る こ と が で き る 。  

⑹   そ の 他   詳 細 は 、 入 札 説 明 書 に よ る 。  
10   Summary  

⑴   N a t u r e  a n d  q u a n t i t y  o f  t h e  p r o d u c t s  t o  b e  p u r c h a s e d :  F u r n i t u r e  f o r  t h e   
P r e f e c t u r a l  A s s e m b l y  H a l l  1  s e t  

⑵   T i m e - l i m i t  o f  t e n d e r  ( b y  h a n d ) :  1 1 : 0 0  a . m . ,  2 7  A u g u s t  2 0 2 4  
⑶   T i m e - l i m i t  o f  t e n d e r  ( b y  m a i l ) :  5 : 0 0  p . m . ,  2 6  A u g u s t  2 0 2 4  
⑷   C o n t a c t  p o i n t  f o r  t h e  n o t i c e :  B i d  A d m i n i s t r a t i o n  D i v i s i o n ,  T r e a s u r y  B u r e a u ,  

Fukush ima  Pre fec tura l  Governmen t ,  2 -16  Sug i t suma-cho ,  Fukush ima  Ci ty ,  Fukush ima  
960 - 8670  Jap a n  TEL 024 - 521 - 7413  

（ 入 札 用 度 課 ）  

─────────────────────────────────────────────────────────── 
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3,253,786 459 96,324 645,426 881,515 800,776 446,671 897,754 74,490

2,045,000 5,354,426 127 1,843,255 29,608,072 2,734,372

271

3,253,786 459 0 0 2,141,324 5,999,852 881,642 800,776 2,290,197 30,505,826 2,808,862

24,697 459 1,840 4,397 86,477 28,324,752

1,545,854 2,141,324 5,999,852 199,755 37,511 342,420 38,956 2,085,501

1,570,551 459 0 0 2,141,324 5,999,852 201,595 41,908 428,897 28,363,708 2,085,501

1,015,038

1,683,235 680,047 758,868 846,262 2,142,118 723,361

1,683,235 0 0 0 0 0 680,047 758,868 1,861,300 2,142,118 723,361

3,253,786 459 0 0 2,141,324 5,999,852 881,642 800,776 2,290,197 30,505,826 2,808,862

8,280,201 18,782,643 1,034,504 134,884 277,427 251,529

8,384,141 12,573,215 1,034,491 246,832

425,732

172 20,471 6,451 82 36 4 289,887

977,696 115,586 43,853 46,558 54,131 34,593

52,472 120,000

1,206,116

18,848,326 31,355,858 2,068,995 134,884 20,471 6,451 445,567 542,250 592,294 344,018 34,593

10,003,441

166,938 24,106 19,216 8,283

25,282 2,389 2,726 2,335 666

183

86,045

8,808 9,529 17,520 109

20,471 6,451 169,505 20,470

207,104

18,782,643 1,034,504 134,884

12,573,215 1,034,491

122,656

923,817

41

52,472 95,000 25,000

7,709,761 80,402 325,226 482,170 16,060 5,252

1,545,855

20,442,491 31,355,858 2,068,995 134,884 20,471 6,451 404,086 456,250 588,644 232,225 34,671

△ 1,594,165 0 0 0 0 0 41,481 86,000 3,650 111,793 △ 78

収
　
　
　
入
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出

 退職者給付拠出金

 連合会払込金

短　期

短　期

資
　
産

経　　理　　区　　分

資
　
本

負
　
債

 繰延資産

　　資本合計

　２　損益計算書の要旨

 利益剰余金

 流動資産

 固定資産

  　福島県市町村職員共済組合定款第５条の規定に基づき、令和５年度決算の要旨を公告する。

福 島 県 市 町 村 職 員 共 済 組 合 公 告

貸　付業　務経　　理　　区　　分
経過的長期
預託金管理 貯　金宿　泊保　健

　１　貸借対照表の要旨

経過的
長　期

厚生年金
保　　険

退職等
年　金

令和6年6月26日

　地方公務員等共済組合法（昭和３７年法律第１５２号）第２２条第３項及び同法施行規程第６７条の２の規定並びに

福島県市町村職員共済組合

 連合会拠出金

 飲食材料費

 委託費

 支払利息

業　務
経過的
長　期

経過的長期
預託金管理

退職等
年　金

 商品仕入

計

 給付

 前年度繰越支払準備金

 掛金

 施設収入・商品売上

厚生年金
保　　険

 負担金払込金

差引当期利益金又は当期損失金（△）

 固定負債

　　負債合計

 資本剰余金

 利息及び配当金

 負担金

計

 他経理からの繰入金

 次年度繰越支払準備金

 その他の収入

 旅費・事務費

 他経理への繰入金

 その他の支出

 掛金払込金

 事務費負担金払込金

 役職員給与

  理 事 長　木　幡　　　浩

貸　付

（単位：千円）

宿　泊 貯　金保　健

　資　産　合　計

　負債・資本合計

 流動負債

退職等年金
預託金管理

（単位：千円）

退職等年金
預託金管理

再生紙を使用しています。 【定価　１箇月 3,560円】 発行者　福　　　　島　　　　県
印刷所　株式会社　第　一　印　刷
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